
むつ市中小企業被災資産復旧補助金交付要綱

令和 年 月 日

む つ 市 告 示 号

（趣旨）

第１条 市は、令和７年１２月８日に発生し、青森県が災害救助法（昭和２２年法

律第１１８号）の適用を決定した令和７年青森県東方沖地震（以下「地震」とい

う。）において被災した中小企業者の事業再建に向けた施設設備の復旧を支援す

るため、予算の範囲内において、むつ市中小企業被災資産復旧補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に

関する規則（昭和６１年むつ市規則第１６号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

⑴ 中小企業者 中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項第

１号から第４号に規定する中小企業者をいう。

⑵ 施設設備 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第６条第１号から第

３号まで及び第７号又は法人税法施行令（昭和４０年政令９７号）第１３条第

１号から第３号まで及び第７号に掲げる資産をいう。

⑶ 復旧 修繕し、又は取得することをいう。

（補助金の交付基準）

第３条 補助金の交付基準は、別表の基準によるものとする。

（補助金の交付申請）

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、むつ市

中小企業被災資産復旧補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる関係

書類を添えて、市長に提出しなければならない。

⑴ 被災した施設設備に係る罹災証明書、被災届出証明書その他の公的機関が発

行する被災したことを証明する書類の写し

⑵ 被災した施設設備の固定資産台帳又は償却資産関係書類

⑶ 収支予算書（様式第２号）



⑷ 補助対象経費の見込額を確認できる書類

⑸ 同意書（様式第３号）

⑹ その他市長が必要と認める書類

２ 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３条法律１０

８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額

に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た

金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、

これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に

係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでは

ない。

（補助金の交付決定等）

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請に係る書類を審査し、及び必要に応

じて現地調査等を行い、これを適正と認めるときはむつ市中小企業被災資産復旧

補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。

２ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条

の規定により付された条件となるものとする。

⑴ 補助事業の経費の配分を変更し、補助事業の内容を変更（市長の定める軽微

な変更を除く。）し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、

むつ市中小企業被災資産復旧補助金計画変更（等）承認申請書（様式第５号。

以下「変更等承認申請書」という。）を市長に提出してその承認を受けること。

⑵ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の執行が困難となっ

た場合において、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

⑶ 補助事業により取得し、又は効用の増加した施設設備の管理に当たっては、

善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、その効率的な運用を図

らなければならないこと。

⑷ 補助事業について、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他

補助事業に関係する書類を整備し、令和９年４月１日から５年間保管すること。

⑸ 補助事業により取得し、又は効用の増加した施設設備について、財産管理台

帳（様式第６号）その他関係書類を第１７条に規定する期間、整備保管するこ

と。

⑹ 規則第２０条の規定により市長の承認を受けて財産を処分したことによって



収入があった場合において、市長の定めるところにより、その収入の全部又は

一部を市に納付すること。

⑺ 市長が必要な報告を求め、又は市の職員が事務所、事業場等に立ち入り、帳

簿その他の必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問することに協力しなけ

ればならないこと。

（申請の取下げ）

第６条 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の取下げの期日は、補助金の

交付決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。

（軽微な変更）

第７条 第５条第２項第１号に規定する軽微な変更は、事業に要する経費（補助対

象経費に限る。）の総額２０パーセント以内の減少とする。

（契約等）

第８条 補助金の交付が決定した事業者（以下「補助事業者」という。）は、売買、

請負その他の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため

必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。

２ 補助事業者は、前項の契約に当たり、青森県又は市から補助金交付等停止措置

又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。た

だし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適

当である場合は、市長の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることがで

きる。

３ 市長は、補助事業者が前項の規定に違反して青森県又は市からの補助金交付等

停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を相手方としたことを知った

場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は市長から求めが

あった場合はその求めに応じなければならない。

４ 前３項の規定は、補助事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若しく

は共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者

は、必要な措置を講じるものとする。

（債権譲渡の禁止）

第９条 補助事業者は、第５条第１項の規定に基づく補助金の交付の決定によって

生じる権利の全部又は一部を、市長の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。

（状況報告）



第１０条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行及び収支の状況について報告を

求められたときは、速やかにむつ市中小企業被災資産復旧補助金状況報告書（様

式第７号）に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。

⑴ 補助事業状況報告書

⑵ 収支予算書

（実績報告）

第１１条 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃

止の承認を受けた場合は、その日）から起算して２０日を経過した日又は令和８

年１０月３０日のいずれか早い期日までにむつ市中小企業被災資産復旧補助金実

績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

⑴ 補助事業実績報告書

⑵ 収支精算書（様式第９号）

⑶ 補助対象経費を確認できる書類

⑷ 補助事業により取得し、又は効用の増加した施設設備の財産管理台帳（様式

第６号）

⑸ その他市長が必要と認める書類

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税相当額がある場合は、これを減額して報告しなければならない。ただ

し、報告時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでな

い場合については、この限りではない。

（補助金の額の確定）

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、

適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に対し、むつ市中

小企業被災資産復旧補助金交付額確定通知書（様式第１０号）により通知するも

のとする。

（補助金の支払）

第１３条 市長は、補助金を前条の規定により補助金の額が確定した後に支払うも

のとする。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、むつ

市中小企業被災資産復旧補助金精算（概算金）払請求書（様式第１１号）を市長

に提出しなければならない。

（交付決定の取消し等）



第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を変更し、又は取り消すことができる。

⑴ 補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止の申請があったとき。

⑵ 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

⑶ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

（補助金の返還）

第１５条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

２ 市長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱若しくは規則に違反したとき又は

申請書等へ虚偽の記載があったと認めるときは、既に交付した補助金の全額又は

一部の返還を命ずることができる。

（当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額の確定に伴う補助金の返還）

第１６条 補助事業者は、第４条第１項に規定する申請をするに当たって、当該補

助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでないため、当該補助金に係る仕

入れに係る消費税相当額を含めて申請をした場合に、当該申請の後に当該補助金

に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、速やかに消費税額及

び地方消費税額の額の確定に伴う報告書（様式第１２号）を市長に提出しなけれ

ばならない。

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告

による市長の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る当該補助金に係る

仕入れに係る消費税相当額を返還しなければならない。

（処分の制限を受ける期間）

第１７条 規則第２０条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定め

る耐用年数に相当する期間とする。

２ 前項に規定する期間内に財産の処分する場合には、あらかじめむつ市中小企業

被災資産復旧補助金財産処分承認申請書（様式第１３号）を市長に提出し、その

承認を受けなければならない。

（情報管理及び秘密保持）

第１８条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、

当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質

に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供さ



れた目的以外に利用してはならず、秘密保持のために必要な措置を講ずるものと

し、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。

２ 補助事業者は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行

わせる場合には、履行補助者にも前項及び次項の定めを遵守させなければならな

い。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事

業者による違反行為とみなす。

３ 前２項の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効

とする。

（立入検討等）

第１９条 市長は、補助事業者及び履行補助者に対して、必要な報告を求め、又は

市の職員に事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。

（その他）

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和８年２月２７日から施行し、令和７年１２月８日から適用する。



別表（第３条関係）

補助金交付基準

項 目 内 容

補助対象者 次に掲げる要件をすべて満たすこと。
⑴ 令和７年青森県東方沖地震により事業用の施設設備
が被災し、むつ市内で事業を再開しようとする中小企
業者であって、当該施設設備の復旧を行う者

⑵ 地震により被災し、公的機関が発行する被災したこ
とを証明する証明書（被災届出証明書等）の交付を受
けた者

⑶ 別記に定める業種の者
⑷ 次に掲げるいずれにも該当しない者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律（昭和２３年法律第１２２号。）第２条第５項に
規定する性風俗関連特殊営業を営むこと。

イ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体であるこ
と。

ウ 市税を滞納していること。
エ 国又は地方公共団体から出資を受けていること。

⑸ ＢＣＰ（事業継続計画）を策定している者又は策定
する意思を有する者であること。

⑹ 今後も事業を継続する意思を有し、廃業や事業譲渡
を予定していないこと。

補助対象施設設備 次に掲げる要件をすべて満たすこと。
⑴ 施設設備を取得する場合においては、被災した施
設設備が滅失したこと、又は修繕することができな
いこと。

⑵ 被災した施設設備は、事業用であることが固定資
産課税台帳、償却資産明細書等により確認できるこ
と。

⑶ 復旧する施設設備は、被災前と同程度の機能を有
するものであること。

補助対象経費 地震により施設設備が被災した中小企業者が事業再開
のために必要な当該施設設備の復旧に要する次に掲げる
経費。ただし、補助事業者を契約者とし、被災した施設
設備を対象として支払われる保険金、共済金、給付金そ
の他これに類するもの（以下「保険金等」という。）が
ある場合は、当該経費から保険金等の額を控除するもの
とする。
⑴ 被災した施設設備の復旧に要する経費
⑵ 被災した施設設備のうち、復旧をした後に減価償
却資産（減価償却資産の耐用年数等に関する省令に
規定する減価償却資産をいう。）として計上するも



のの復旧に要する経費

補助限度額・補助率 次に掲げるいずれかの補助率及び補助限度額を申請者
が選択するものとする。ただし、いずれも補助下限は、
１０万円とする。
⑴ 補助率を３分の２とし、補助限度額を５００万円
とする。

⑵ 補助率を２分の１とし、補助限度額を１，０００
万円とする。


